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令和８年度 宮城県障害者相談支援従事者初任者研修 募集要綱 

 

１ 主催者 

宮城県、一般社団法人宮城・仙台障害者相談支援従事者協会（MSK事務局） 

 

２ 受講対象者（定員９０人） 

（１） 宮城県内にある指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所、指定障害児相談支援

事業所、委託相談支援事業所又は基幹相談支援センター（以下「相談支援事業所等」という。）

において、相談支援専門員として従事する予定があり、且つ自身の実践事例を用意できる者 

（２） 相談支援を担当している宮城県内の市町村職員 

国の定める研修カリキュラムが改正され、研修日数が７日間に拡大されました。また、障害福祉サ

ービス等利用者にアセスメントを行い、サービス等利用計画を作成する等の地域実習（注 1）が令和

２年度から導入されています。 

相談支援業務に関する面接技術や基本的な法の理解などは、本研修でも扱いますが、業務を通じて

受講までに学習済みであることを前提としています。 

本研修の内容や趣旨を十分に御理解いただいた上でお申し込みください。 

（注１）7月 6日～9月 11日までの期間、9月 14日～10月 16日の期間でそれぞれ地域の実習担当事業

所にて課題の確認等を行って頂きます。期間内に 1回以上、実習担当事業所での実習を行っていただき

ます。受講生により実習の回数は異なります。地域実習詳細（担当事業所等）は、後日お知らせいた

します。 

実習日時等は、実習担当事業所決定後、実習担当事業所と直接調整していただきます。（例年、演

習 2日目以降に調整が開始されます。） 

 

（注２）本研修の目的は講義・演習・地域実習を通して「相談支援に必要な思考プロセス」を習得す

ることです。AI による生成物をそのまま課題として提出することは思考プロセスを辿っていないこと

となります。また、支援事例の詳細な状況を AI のプロンプト（指示文）に入力した場合、クラウド上

に情報が残り、秘密保持義務違反や個人情報保護の観点でのリスクも生じます。障害福祉制度や地域

の社会資源は非常に個別性が高く、地域課題や自立支援協議会の現状を調べる課題においても、AI は

「もっともらしい嘘（ハルシネーション）」で回答する可能性があります。 

これらのことから下記に該当すると判断した場合は課題の再提出を求めることとします。 

 

１．AIによる自動生成が明らかな場合 

具体的な考察や実務的裏付けが見受けられないなど、AIのみで作成されたと判断される場合。 

 

２．本人による内容把握・説明が困難な場合 

記述内容の詳細について、口頭での補足説明を求めた際に自力での回答が困難であり、明らかに

自身で作成した形跡が認められない場合。 
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３ 日程（全７日間） 

日時 内容 場所 

６月２４日（水）～７月３日（金）  講義  受講生各自で e-ラーニングを視聴  

７月４日（土）・７月５日（日）  演習①、②  宮城県庁２階講堂  

７月６日（月）～９月１１日（金）  地域実習①  各実習担当事業所  

９月１２日（土）・９月１３日（日）  演習③、④  宮城県庁２階講堂  

９月１４日（月）～１０月１６日（金）  地域実習②  各実習担当事業所  

１０月１７日（土） 演習⑤ 宮城県庁２階講堂 

・ 詳細については、別紙１「研修カリキュラム」をご覧ください。 

・ 講義部分は、各自 e-ラーニング（オンラインで配信する動画）視聴による実施とします。原則、

期間外での視聴はできません。ご注意ください。また、MSK 事務局にて視聴履歴を把握しており

ます。視聴有無の確認が必要な場合はお声がけをいたします。 

 

４ 受講料 

 ・ ２４，０００円（税込／テキスト代を含む） 

 ・ 振込先については、受講可否通知と併せてお知らせします。 

 ・ 振込後、自己都合により受講を辞退した場合や受講決定が取り消された場合など、いかなる場

合も返金いたしかねます。 

・ 受講料のほか、払込手数料や参加旅費等は受講者負担となります。 

 

５ 受講申込 

（１） 申込方法 簡易書留による郵送に限ります。 

〒９８３－０８２４ 仙台市宮城野区鶴ヶ谷１丁目１１－８－２ 

一般社団法人宮城・仙台障害者相談支援従事者協会 事務局 宛て 

※ 申込封筒に「初任者研修申込書在中」と朱書きしてください。 

（２） 申込期限 令和８年５月１１日(月)必着 ＊持ち込み不可。 

 （３） 申込書類 次の書類を申込者１人につき１部ずつ御提出ください。 

 

書類名 提出区分 備考 

送付状 全員必須 □にレ点を入れて、書類の不足がないか十分にご確認ください。 

受講申込書 全員必須 

従事する予定の法人の代表者（市町村職員の場合は所属長）から

推薦を受けてください。 

※記載内容について事務局より確認する場合がありますので、必

ず申込者本人が作成してください。代理作成が確認された場合は

受理いたしません。 

※実践事例の選択に関しては「（参考）令和 7 年度の実習課題」

をご確認ください。 
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返信用封筒（角形２

号封筒、１４０円切

手貼付） 

全員必須 
・受講可否通知発送に使用します。 

・返信先の住所および受講申込者氏名を記載してください。 

実務経験記載票 
該当者の

み 

受講申込の時点で、別紙２「宮城県相談支援専門員の要件となる

実務経験一覧表」に定める実務要件を満たしている場合のみ、御

提出ください。満たしていない場合、提出は不要です。 

資格を証する書類の

写し 

該当者の

み 

実務経験記載票で「第２号」又は「第５号」の実務経験がある場

合のみ御提出ください。それ以外の資格証や修了証は不要です。 

姓変更等を証明する

書類 

該当者の

み 

受講申込書と資格を証する書類の写しで姓変更等が生じている場

合添付してください（戸籍抄本等）。 

指定相談支援事業所

開設計画書 

該当者の

み 

所属先で相談支援事業を行っていないが、立ち上げ予定の場合は

ご提出ください。 

・ 複数人数分の申込書類を同封して郵送していただいて構いません。 

・ 送付いただいた書類内容の確認を行う場合は０８０‐２８３３‐５９７３（MSK 事務局）から発

信いたします。 

・ 申込期限までに必要な申込書類が揃わない場合や不備がある場合は、受講申込を受理致しません。

指定の返信用封筒以外のものを準備された場合も同様です。 

・ 御提出いただいた申込書類は返却いたしかねます。 

※ 例年、受講決定後の辞退が続いております。今後の公平性を担保するために、次年度以降にお

申し込みの際には選考時の優先順位を調整させていただく場合がございます。何卒ご了承くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

 （４）問合せ先 

※受講要件を満たしているか否かのお問い合わせには一切お答えしておりません。 

問合せ内容 問合せ先 問い合わせ方法 

・受講申込、辞退に関するこ

と 

※「相談支援従事者研修 Q＆

A 一覧」や「相談支援専門員

実務経験（第 1～ 3 号詳

細）」の内容を十分にご確認

のうえ、お問い合わせくださ

い。 

・受講可否の結果に関するこ

と 

一般社団法人 

宮城・仙台障害者相談支援従事者協会

（MSK事務局） 

（原則９：３０～１７：３０まで） 

メールにてお問い合わせ

ください。 

office@msk35.org 

人員、運営基準に関すること 事業所の指定、委託を行う市町村又は県 
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６ 受講可否通知 

・ 令和８年５月下旬から６月上旬にかけて、返信用封筒により結果をお知らせする予定です。 

・ テキスト発送業務は中央法規出版株式会社に一部再委託を行います。それに伴い当協会から中央

法規出版株式会社へ受講決定者の所属事業所名、氏名、住所、電話番号の情報提供を行いますの

でご了承ください。 

・ 定員を超えるお申し込みがあった場合は、以下の方を優先して受講者を決定いたします。 

（１） 人員基準で配置が必要な相談支援専門員の欠如が生じている、又はその予定がある相談支

援事業所等で従事する予定がある者 

（２） 現に相談支援事業所等で相談支援業務に従事している者 

（３） 受講申込の時点で、相談支援専門員として従事するための実務要件を満たしている者 

  （４） 上記以外で、研修修了日から１年以内に相談支援専門員として従事する予定がある者 

・ 受講申込および受講決定後に辞退する場合、宮城県ホームページより法定研修辞退届出書をダウ

ンロードし、速やかに原本を郵送にて御提出ください。 

 

７ 修了証書 

・ ７日間の全ての科目を受講しかつ地域実習を行った者には、宮城県から修了証書を授与します。 

・ 次の場合は受講決定を取り消し、修了を認めません。 

（１） 地域実習を行えない場合や課題を提出できない場合 

 ※ 地域実習の詳細については、講義 2日目終了後のガイダンスで講師が説明する予定です。 

（２） 自己都合により遅刻、早退又は途中退席した場合 

（３） 著しく受講態度の悪い者（e-ラーニングの視聴履歴の確認がとれない、私語、居眠り、携

帯電話等の使用、進行の妨害、演習の参加態度等）に指導を行い、改善されなかった場合。

事務局や演習講師で事実を確認した場合、主催する宮城県と研修受託団体である一般社団

法人宮城・仙台障害者相談支援従事者協会で対応を協議します。 

  （４） 申込内容に虚偽のあることが判明した場合（過去の修了を取り消す場合があります）。 

本研修を修了した後、相談支援専門員として従事するためには、別紙２「宮城県相談支援専門員

の要件となる実務経験一覧表」に定める実務要件を満たすことが必要です。また、５年毎に「相談

支援従事者現任研修」を修了し、資格を更新することが必要です。 

 

８ その他 

・ 申込についてご不明な点は、【宮城県】相談支援従事者研修 Q＆A 一覧および【宮城県】相談支

援専門員実務経験（第 1～3 号詳細）をご参照ください。「宮城県相談支援専門員の要件」およ

び「実務経験記載票」における実務要件は、所属している（していた）事業の根拠法をご確認の

上、ご判断ください。宮城県担当課や事務局ではお答えいたしかねます。 

・ やむを得ず研修を中止又は延期する場合、その他連絡事項は宮城県ウェブサイトおよび一般社団

法人宮城・仙台障害者相談支援従事者協会の HPでお知らせします。 

・ 体調不良時は受講をお控えください。 

・ 研修会場に駐車場はありません。 

・ 宿泊場所や研修中の昼食は、各自で手配してください。なお、研修会場は水以外の飲食ができな
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い場合がありますので予めご了承下さい。 

・ 研修の録画及び録音は御遠慮ください。 

・ 受講者の個人情報は、本研修事業のみの目的で使用し、他の目的で使用したり無断で第三者に提

供したりすることはありません。 

・ 本研修資料の全部または一部を、無断で複写・配布・転載することを固く禁じます。 


